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５ 年 保 存 （ 常 ）

（令和13年12月31日まで）

ＦＮ．Ａ２－６－０

鹿 総 第 3 0 4 5 号

令 和 ８ 年 １ 月 1 4 日

各 部 長

各参事官 殿

各所属長

本 部 長

担 当 被害者支援室 ℡

地方公共団体の犯罪被害者等支援事業に伴う照会の適切な対応に

ついて（通達）

「第４次犯罪被害者等基本計画」（令和３年３月30日閣議決定。以下「第４

次基本計画」という。）では、地方公共団体における犯罪被害者等に特化した

制度の導入促進・充実等に向けた取組を推進しており、本県においても、既に

一部の市町村において条例を制定し、地方公共団体による見舞金等の支給や各

種費用の公費負担等の犯罪被害者等のための支援事業の運用を行っているとこ

ろである。

したがって、犯罪被害者等のための支援事業に伴う地方公共団体からの照会

に適切に対応するため、このたび、別添「地方公共団体の犯罪被害者等支援事

業に伴う照会対応要領」を定めたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、この通達は、令和８年１月14日から施行する。
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別添

地方公共団体の犯罪被害者等支援事業に伴う照会対応要領

第１ 対応の基本

地方公共団体による犯罪被害者等のための支援事業（犯罪被害者等の経済

的負担の軽減等を目的とした見舞金の支給等をいう。以下「支援事業」とい

う。）に伴う警察に対する照会については、犯罪被害者等支援の重要性を認

識の上、関係機関と連携を図り、円滑かつ適正な運用に努めるものとする。

第２ 用語の定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

１ 支援室

総務課被害者支援室をいう。

２ 警察署等

警察署及び高速道路交通警察隊をいう。

３ 担当係

警察署にあっては警務課の犯罪被害者支援業務を担当する係、高速道路

交通警察隊にあっては企画指導係をいう。

４ 申告書

犯罪被害者等が地方公共団体に提出した被害内容等が記載された文書を

いう。

５ 同意書

犯罪被害者等が地方公共団体に提出した警察調査に同意する旨が記載さ

れた文書をいう。

第３ 対応の窓口

支援事業に係る照会の受理、調査及び回答の窓口を、支援室及び担当係に

置く。

第４ 対応要領

１ 照会書の受理

支援事業に係る地方公共団体からの照会書（以下「照会書」という。）

は、支援室において受理するものとする。この場合、照会書に申告書及び

同意書の写しが添付されていることを確認すること。

なお、照会書が警察署等に提出されたときは、担当係において、照会書

に申告書及び同意書の写しが添付されていることを確認の上、これを受領

し、支援室に対して照会書の提出がなされた旨を連絡するとともに、速や
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かに送付するものとする。

２ 調査の依頼

照会書を受理した支援室は、照会に係る事件を取り扱う警察署等に対し、

調査票（別記第１号様式）に申告書及び同意書の写しを添えて、次の事項

について調査を依頼するものとする。

⑴ 対象事件の取扱いの有無

⑵ 申告書に記載された内容と被害届等の内容との相違の有無

⑶ その他参考事項

３ 調査結果及び回答

調査の依頼を受けた警察署等は、担当係において、対象事件を取り扱う

課・係と連携し、被害届その他の関係書類による調査を行い、調査回答書

（別記第２号様式）により、支援室に回答するものとする。

４ 地方公共団体への回答

支援室は、３の調査結果に基づき、犯罪被害者支援事業に伴う照会回答

書（別記第３号様式）により、地方公共団体に回答するものとする。

第５ 管理

支援室は、照会書を受理したときは、照会管理簿（別記第４号様式）によ

り、受理年月日、照会地方公共団体、取扱警察署等、地方公共団体への回答

年月日等について管理するものとする。

なお、照会管理簿の保存期限は１年とする。

第６ 留意事項

１ 適切な情報管理の徹底

本照会対応要領において取り扱う情報の多くは、捜査情報や被害情報と

いった機微な個人情報であることから、情報の紛失、滅失等の防止に細心

の注意を図ること。

２ 認定の可否

見舞金等給付の認定は各地方公共団体が行うものであることから、認定

の可否等に関する意見は厳に慎むこと。



第１号様式（第４の２関係）

鹿 総 第 号

年 月 日

署（隊）長 殿

総 務 課 長

調 査 票

照 会 受 理 日 年 月 日

地 方 公 共 団 体 名

担当部局(課)及び担当者

犯罪被害の申告内容

申請者の住所・氏名、 住所

生年月日及び犯罪被害者 氏名

との続柄 年 月 日生（ 歳） 続柄

犯罪被害者の住所･氏名 住所

及び生年月日 氏名

年 月 日生（ 歳）

犯罪被害の年月日時 年 月 日 午前・後 時 分頃

犯 罪 被 害 の 場 所

犯 罪 被 害 の 概 要

調 査 事 項 １ 申告内容と被害届等の内容との相違の有無
２ そ の 他

担 当 者
総務課被害者支援室

階級 氏名 警電

備 考

-４-



第２号様式（第４の３関係）

務 第 号

年 月 日

総務課長

署（隊）長

調 査 回 答 書

年 月 日付け鹿総第 号であった照会の件について調査し

た結果を次のとおり回答します。

１ 事件取扱いの有無

無し

有り

２ 申告内容と被害届等の内容との相違の有無

無し

有り

回 答 結 果

【相違の内容】

３ その他参考事項

-５-



第３号様式（第４の４関係）

鹿 総 第 号

年 月 日

（市町村）長 殿

鹿 児 島 県 警 察 本 部

警 務 部 総 務 課 長

犯罪被害者支援事業に伴う照会回答書

年 月 日付け、 で照会のあった件について、次のとおり

回答します。

回 答 内 容

１ 申請者の被害申告内容と被害届出等との相違

無し

有り

【相違内容】

２ その他参考事項

-６-



第４号様式（第５関係）

照会管理簿

番号
受 理

地 方 公 共 団 体
申 請 者

取扱警察署等
地方公共団体へ

備考
年 月 日 （被害者等） の回答年月日

年 年

月 日 月 日

年 年

月 日 月 日

年 年

月 日 月 日

年 年

月 日 月 日

年 年

月 日 月 日

年 年

月 日 月 日

年 年

月 日 月 日

年 年

月 日 月 日

年 年

月 日 月 日

年 年

月 日 月 日

年 年

月 日 月 日

年 年

月 日 月 日
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